
バリュー便・国際ギフト宅急便 ご利用の手引き 
この度は弊社のサービスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。 

こちらの「ご利用の手引き」を、必ずよくお読いただきますよう、お願い申し上げます。 

 

 

 

 

集荷日前日 

予約集荷日の確認連絡をお願いいたします。集荷先ご住所、集荷時緊急連絡先、航空便・船便である旨、お支

払い方法及び最終的な箱数確認のため、午後 1時までにご連絡下さい。それ以降の変更、キャンセルは別途料

金が発生いたしますのでご注意下さい。 

 

集荷日前日      月      日  午後１時までに確認電話 

※月曜日の集荷の場合は金曜日までにご連絡ください。 

TEL: 0208 427 3538  /  0844 391 2450 

 

 

 

 

 

 

 

 お荷物のご準備 

～必要書類～ 

① ラベル（引渡し時には直接貼り付けのこと） 

バリュー便（船便）/オレンジ色， バリュー便（航空便）/青色， 国際ギフト宅急便（航空便のみ）/黄色 

② 宅急便伝票  

一番最後のページ「Ｈ」のみお客様の控えとなります。伝票ご記入後、お客様ご自身で取り外し、事前にお控え下さい。 

③ 映像品目タイトルリスト（該当者のみ）         ④ SHIPPING INSTRUCTION (取扱い指示書) 

⑤ 輸入通関に関するガイダンス              ⑥ 伝票用透明封筒 

 

①ラベルは直接箱に貼り付け、上記②、③、④、⑤を同封の伝票用透明封筒⑥（裏がシールになっていま

す）に入れ、それぞれのラベルと伝票番号が必ず一致するよう、箱の側面に貼り付けて下さい。 

伝票用透明封筒の上の細い部分も貼り、完全に伝票の封を閉めて下さい。＊スーツケースの場合 は側

面に張らず、取っ手に巻きつけて下さい。伝票の書き方は別紙をご参照下さい。 

 
 

集荷日当日 

 

集荷日      月      日      曜日 

集荷時間  午前 8時から夕方 17時の間 

（交通事情により時間の変動もございますので予めご了承下さい。） 

 

 荷物の集荷場所は原則として、グランドフロア,玄関先です。ただし、ドライバーの車輌から所定の場所までにスロープ、

階段等がある場合、または車輌のパーキング事情により、長時間車輌から離れなければならない場合、車輌までお荷

物を運んでいただく場合もございます。 

 ドライバー到着時に箱にラベル・書類が貼付けされていない場合、荷物のご用意が出来ていない場合は引き取りはいた

しかねます。事前にご準備願います。集荷当日のキャンセル、お客様のご都合で引き取りが出来なかった場合、あるい

はご不在で荷物の引渡しが出来なかった際は別途、再集荷料がかかります。ご注意ください。 

 ドライバーは伝票や箱などの資材を持ち合わせておりません。また、その他ご質問等にもお答えできませんので、必ず

ジャパンデスクまでお電話下さい。 

2162-XXXX- 

2162-XXX-XX

X 
Kokusai Takkyubin 

ラベル（航空便/青色、船便/オレンジ色）は

側面に貼り付ける 

 
宅急便伝票等の必要書類（下記参照）も伝票

用透明封筒に入れて箱の側面に貼り付ける 

 

箱はあらかじめ、テープで止めておく 

 



日本でのお問い合わせ先   

国際ギフト宅急便  ： YTC 国際サービスセンター 

フリーダイヤル：0800-919-5931 TEL：03-3912-9698  受付時間：9AM-5PM   Email: y0299701@kuronekoyamato.co.jp  

 

荷物梱包・伝票ご記入時の注意事項   

別紙、伝票の「記入例」も必ずご参照下さい。 

 内容物が伝票の 15 項目で不十分な場合は別紙（A4 サイズ、1 枚のみで可）に書き足し、価値価格の

総合計金額はオリジナルの伝票に記入下さい。 

 新品の場合は「NEW」、ご使用中の物は「USED」とご記入下さい。 

 食料品はグラム数、医薬品は消費期間、電気製品は生産国を明記下さい。 

 通貨、クレジットカード、信書、有価証券、貴金属、宝石類は宅急便約款上、お預かりすることができま

せん。 

 タバコ、酒類、香水（perfume）は送ることは出来ますが課税対象となります。ただ香水は船便のみとな

ります。 

 申告価格は、新品の場合は購入価格、ご使用中の場合はお客様の価値価格で申告願います。万が一

紛失、破損があった場合は申告価格以内での現金による賠償のみとなります。 荷物に日本側で税金

が発生した場合は、申告価格を基に税額が決まります。（税率等は税関員の判断に委ねられます。） 

 別送品荷物（バリュー便）の中の新品及び、携帯品（手荷物）の合計金額が 20 万円を越える場合、課

税対象になります。 

 帰国日の変更にともない、日本にて保管料が発生する場合がありますので、変更になった場合は直ち

に弊社までご連絡下さい。 万一、保管料が発生した場合の責任は負いかねます。  

TEL  0208 427 3538  /  0844 391 2450 

 保険金請求は荷物お届け後、航空便・船便ともに 1 ヶ月以内に限ります。 

  

国際ギフト宅急便（航空便のみ） ～日本へ贈答品等送られたい方に最適です～ 

・ 日本へのお土産、贈答品等にご利用いただけます。 

・ お預かりから 1週間～10日前後での配達です。 

・ 荷物は新品・ご使用中に関わらず、全て課税対象となります。 

 運賃表 （ロンドンポストコード以外の方は、別途集荷料がかかります） 

宅急便サイズ 運賃 

 ドキュメント （ヤマト専用封筒のみ）＊ヤマト三越カウンターでの荷受のみ ￡15 

 ～3kg  （実重量または容積重量）＊ヤマト三越カウンターでの荷受のみ ￡30 

 ～5kg  （      〃       ） ￡50 

 ～10kg （      〃       ） ￡75 

 ～15kg （      〃       ） ￡100 

 ～20kg （      〃       ） ￡120 

 ～25kg （      〃       ） ￡135 
実重量又は容積重量の大きい方が適応されます。＊容積重量＝縦×横×高さ（cm）÷6000 

三辺の合計は 160cmが最大です。それ以上は宅急便としてお受けできません。 

 

Yamato Transport Europe B.V. London Branch 
Unit 7, Waverley Industrial Park,  Hailsham Drive, Harrow Middlesex  HA1 4TR 
TEL: 0208 427 3538   Email: japan.desk@yamatoeurope.com 

 全サービスの料金に含まれるのは、運賃・通関料・配達料・30 万円までの保険料 

 規定サイズ・重量を越える場合もしくは保険額の上限 30 万円を越える場合は１箱でお預かりできません。２箱(以上)に分けての出荷となります。 

 配達日数はあくまでも目安です。天候，交通事情などにより遅延が生じる事がありますので予めご了承下さい。 

 ロンドンポストコード以外の方は、別途集荷料がかかります。グループ(合計 10 箱以上)での同日，同場所よりの集荷は集荷料が割引になります。ご相

談くださいませ。 

 

mailto:y0299701@kuronekoyamato.co.jp
HanShi
タイプライタ
●別途、上記運賃に対して国際燃油特別付加運賃（FSC）を申し受けます。料率は月次で変更になります。
　 詳しくは、弊社ホームページ　http://www.yamatoeurope.com/japanese/news.htm?OpenPlace=0#FSC　をご覧下さい。



 

 



 

輸入が禁止されている品物 

１．麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤及びあへん吸煙具 

２．けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品 爆発物、 

３．火薬類 

４．化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第２条第３項に規定する特定物質（化学兵器に転用可

能な物質） 

５．感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する一種病原体及び二種病原体（生物テ

ロに使用される恐れのある病原体） 

６．貨幣、紙幣、若しくは銀行券又は有価証券の偽造品、変造品及び模造品並びに不正に作られた代金若しく

は料金の支払用又は預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録をその構成部分とするカード（偽造ク

レジットカード、キャッシュカード、原料となるカードも含む） 

７．公安又は風俗を害すべき書籍、映像、図画、彫刻物、その他いわゆるわいせつ物 

８．児童ポルノ 

９．特許権，実用新案権，意匠権，商標権，著作権，著作隣接権，回路配置利用権，又は育成権を侵害する物品  

10.  不正競争防止法第２条第１項第１号から第３号までに掲げる行為を組成する物品 

（広く知られた正当な商品と混同させるもの、形態模倣品、匿名表示冒用品） 

11．家畜伝染病等の法律および植物防疫法で定める特定の動物および動物を原料とする製品ならびに植物およ

びその包装物など 

輸入が規制されている品物 

１．ワシントン条約（絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約）に基づき動植物の多くのも

のが輸出入の規制の対象となっており、条約で定めた機関の発行する書類等（種類により異なり、輸出許

可書、経済産業省の発行した輸入承認証など）が無いと輸入できません。生きている動植物だけでなく、

毛皮・ハンドバッグ・漢方薬などの加工品・製品についても規制の対象となります。 

２．植物（果物・切花・ドライフラワー・野菜・米など）、動物（生肉、乾燥肉、ハム、ソーセージなど）は

通関前に検疫所で検疫手続きが必要となります。 

３．猟銃、空気銃、刀剣（刃渡 １５ｃｍ以上）などについては、公安委員会の所持許可を受けるなど所定の

手続きができなければ、輸入できません。 

４．医薬品、化粧品などについては輸入者個人が使用するものでも、輸入数量の制限があります。（重要な健

康被害の起こる恐れのあるものは、輸入が制限されています。） 

医薬品・医薬部外品・・２ヶ月分以内 ※コンタクトレンズ要注意 

化粧品（石鹸含む）・・１品目、２４個以内   家庭用医療用具・・１セット 

航空便として輸送できない品物 (船便での配送には影響ございません。) 

下記の品物は Dangerous goods 扱いになり、宅急便では配送できません。万が一エアーラインで発覚し

た際、滅却処理となり他の荷物の発送が大幅に遅れますのでご注意ください。 

**この規定は航空便荷物としての適用だけで、機内に持ち込み手荷物は適用されません** 

１．可燃性物: 香水、オードトワレ、すべてのエアーゾール系製品（スプレータイプ）、ガソリン、燃料、

ガス灯、ライター、料理用固形燃料、マニキュア、シンナー、除光液、液体燃料、 

  カイロ 

２．乾電池(リチウム) 

３．テロ防止対策として：携帯電話、トランシーバー 

 


